
令和２年４月８日 
保護者の皆様  

京都市立岡崎中学校 
校 長 大曽根好宏 

臨時休業期間中の登校日について 
 ４月１０日からの臨時休業期間中の登校日について，本校では以下のように設定させていただきます。 
ご家庭で相談いただき，お子様たちの学習活動の一環としてご活用いただきますようご案内申し上げま

す。 
記 

１．各学年登校日および時程 
 

学年 登校する曜日 １時間目 自学 ２時間目 活動 

１組・１年 月・木 ８：３０～ ９：１５ ９：１５～１０：００ 

２年 火・金 ８：３０～ ９：１５ ９：１５～１０：００ 

３年 火・金 １０：３０～１１：１５ １１：１５～１２：００ 

・各学年、週２日登校日を設定する。 
・１時間目は自学自習、２時間目を活動の時間とする。 

〈１時間目・自学自習〉 クラスを２分割し，少人数で行います。 
学年ごとに教科担当で課題を用意します。時間中に取り組み、残った分を家庭学 
習の課題とします。 

〈２時間目・活動〉 教室での読書や学習、運動場での体を動かす活動、図書館での読書の 
いずれかを行います。 

２． 備考  
・教室での更衣は行いません。活動の時間に運動を行う場合は体操服で登校してもかまいません。  

・臨時休業期間中の登校日については，通常の授業日の扱いではありません。御家庭の判断で子ど

もたちの登校を控えられた場合でも，欠席日数として記録されません。 

・緊急の伝達で申し訳ありませんが、明日４月９日（金）に担任までご提出をお願いいたします。 

 

きりとりせん 

 

  年  組  番  氏名                

〈登校希望〉 

    １．登校する 

    ２．登校しない 

３．以下の日に登校する 

（例・４月１４日                    ） 


